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　家庭の台所から出る生ごみを特
別な機器を使わずに、ダンボール
箱とピートモスを使って簡単に堆
肥化できることをご存知ですか。
　町保健衛生会では、１家族１
セットで『ダンボールで生ごみ減
量モニター』を募集
します。数に限りが
ありますのでお早め
に応募ください。
�����　町内在住の方（住民
登録のある方）
�����　１０月２９日（金）
�������　町保健衛生会事
務局（「環境対策課」内・�２３－
２５０３）
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�����　バイク・原動機付自転車（車両の状態に
よっては引き取りができない場合もあります。）
�����

①指定引取窓口　全国１９０カ所に設置
　当別町近隣　�鈴木商会札幌東事業所（〒007－0820　札幌市東区
東雁来262番地 ／�011－875－3540） 
②廃棄二輪車取扱店のステッカーがある店
※指定引取窓口までの運搬費用が別途必要です。
���　4,120円～6,800円（メーカーによって異なり
ます。）
�����　郵便局で振込みとなります。（振込み用
紙は指定取引窓口、廃棄二輪車取扱店に備え付け。）
���　二輪車リサイクルコールセンター（�03－3598－8075）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土・日曜・祝日は除く
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　交通事故などの被害にあって
警察や検察庁に訴えたが、検察
官がその事件を起訴してくれな
い。このような場合に、その不
起訴が正しいかどうか審査する
のが検察審査会です。さらに詳
しく知りたい方は、札幌検察審
査 会 事 務 局（�０１１－２３１－
４２００）にお尋ねください。
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�控除対象になる医療費など、詳しくは、税務署または役場税務課税務
係（�２３－２３３２）までご相談ください。

　自分自身及び生計を共にする家族のために、その年（１月１日から１２
月３１日まで）に支払った医療費（一部交通費を含む）が１０万円（また
は所得の５％のどちらか少ない金額）を超えた場合に、所得金額から一
定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じ、所得税や住民税
が軽減されます。これを医療費控除といいます。

�������

医療費総額－保険金など補てんされる金額＝    A
　A　 －１０万円（または所得金額の５％）＝医療費控除金額
                                 （医療費控除金額の限度額は２００万円）
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　年末調整をしているサラリーマンでも確定申告書の提出が必要です。
　その際、医療費の支出を証明する領収書を確定申告書に添付するか、
提示する必要があるため、領収書は必ず保管しておいてください。
　また、会社から渡される源泉徴収票（原本）も必要となります。
　共働き夫婦が別々に税金を支払っていても、医療費控除はどちらかに
まとめて申告ができます。
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①社会保険離脱証明書（用紙は職場で交付して
います。無い場合は国保年金係へ。）
②国民健康保険被保険者証（家族に国保加入者
がいる場合）

�����

退職など職場の健康保険の資格が無く
なったとき。
健康保険任意継続の期限が来たとき。

�����

①保険証が無い状態で病院にかかると全額自己負担になります。
②国保税は、国民健康保険に加入した月から負担になります。１期に納める金額が高額となるとき
は、納税方法を相談ください。

①新しい健康保険被保険者証
②国民健康保険被保険者証

�����
就職など職場の健康保険に加入したと
きなど。

�����
本来は使用することが出来ない国民健康保険被保険者証を使って病院にかかった場合、保険給付分
（病院代の７割）を返納することになります。

①国民健康保険被保険者証

�����

住所・氏名・世帯主が変更になったとき。�����

①年金証書

②国民健康保険被保険者証

厚生年金や共済年金を受給の方で、加
入期間が２０年以上（または４０歳以降に
１０年以上）ある場合は、退職者医療制
度適用の国民健康保険被保険者証への
切替が必要。

����

　国民健康保険の加入や変更などが必要になった場合には、届出期限を

守り、国保年金係で速やかに手続きをしてください。

　期限に遅れた場合には、本人に不利益になることがあります。

▼��　住民生活課国保年金係（�２３－２４６７）

　国民年金保険料は金融機関、郵

便局、社会保険事務所のほかに�

���でも納めることができま

す。（納付書裏面にコンビニの表

示があるものに限られます。）

　ライフスタイルにあった納め方で

保険料を忘れずに納めましょう！
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　10月６日（水）・２7日（水）
　1階国保年金係へお気軽に
　お越しください。
���������	


��　札幌北社会保険事務所
��　１０月２０日（水）
　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）

　強制保険である自賠責保険・共

済は、原動機付自転車を含むすべ

ての自動車保有者に１台ごとに加

入が義務付けられている保険で

す。誰もが加害者にも被害者にも

なる可能性があり、交通事故で加

害者になった場合は、被害者に対

して損害賠償責任を負い、加害者

の賠償責任を担保しすべての被害

者の基本的な対人賠償を保障する

役割を果たしています。

　交通事故の発生件数は、１０年間

で約３０％増加し、毎年多くの死傷

者を出しています。交通事故によ

る死亡者数は減少傾向にあります

が、負傷者数は過去ワーストの

１１８万人を超えています。それに

伴う自賠責保険・共済は、年間約

１３０万件の交通事故被害者に支払

われました。特に�������
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�����は、期限切れやかけ忘

れなどにご注意ください。

▼���　北海道運輸局札幌運輸

支局（�０１１－７３１－７１６７）

��������	
��

��������������	

・��������	
��

��������	
���

�����

���������	
���

��������	
���

��

���������	
����

�����������	��

��������	
���

��������	
�

�������
��������	


�� ��


